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中華 人民 ミ纈和蕊フ翳をウ イグ ル自 治区 での 人権侵害 にＭ して 、崔収容者の 釈放や人 権侵

害を 終わ らせ るた めの 有効 な手餃を とる よう 国連諸機 関へ働き かけ を求 める 意見售

提芭 に関 する 請願

【請娠趣 回】

新座 ウイ グル 自治区で、大規模な恣意的偏留、人権弾圧が 中国 范局 によ って行われているこ

とを 国際社会はぼ く憂慮し てい る。

中国 の新座ウ イグ ル自 治［孟の ウイ グル人や カザ フス クン 人な ど、 大多数が イス ラム 教徒 であ

る民族の 人た ちは 、ス家に よる 大京投獄、拷 問、 七言を受 け、 售制 労働 を強 いら れて いる 。こ

れは人道 に対する 罪に相售する 。中 スは 、２ ０１ ７年ぶ来 、賜 自治 区の イス ラム 教徒 の宗教、 ズイヒ、

言語 を消漲さ せる ため に手段を遊ば ない対応 をれ って きた が、 今回 国際 アム ネス ティ が行 った

多数 の元 披拘 禁老 への 聞き 廊、ちで 、燕局の 常軌 を逸 した 手口 があ らた めて 齎き 彫り にな った。

中国 は、 新座 ウイ グル 自治 区全域に世界 でも 最も 精巧 とさ れる 監視体制 を敷 き、 実態 は強制収

容所であ る回天な 「再教育」施鼈群 を作 り上 げて いる 。施效鸚では 、組織的 に虐待や暴力 行為

が行 われ 、披収容者は あら ゆる 面で 厳格 に管 理さ れ、 宗教包を 排除 した 単一 のキ 自人 目家 の考

え方 と纈産混の理念を徹底的に植え付け られてい る。

ウイ グル人や カザ フス タン人な どの イス ラム 系住 民は 、人道に対す る罪 にあ たる 行為や京大

な人権侵 害に さら され 、宗教的 ・文化的 にＪ －性を失 う危機的 な状況に 置かれて いる 。中 頭政府

によ る、 イス ラム 教を信仰する 民族 を痙的と した 弾圧 は、 中回 目内 にと どま らず 、ケ界各 地に

‾反 んで いる 。海外で 暮ら すウ イグ ル人 やカ ザフ スタ ン人 は、 各国 の中 国大使館 など から 個人情

報の提供 を求 めら れ、 脅迫 を受 けた りし てい る。 彼ら は海外に いて も身 の危険を感じ 、中 国に

帰国 させ られ る陽安を 常に抱え てい る。 中国 は、 直ち に朧制収容所 を解体し 、ち、制 収容所・刑

務所で拘禁さ れて いる 人た ちを解放 し、 自治 区の イス ラム 教徒への 弾毀をや める べき だ。

国際社会 は族に声 を上 げ、 行動 し、 イス ラム 教徒 に対する 卑劣極ま りな い中 国の政策 を皿蝪

に停 止さ せな けれ ばな らな い。 国際 法上 の罪 が疑 われ る售局老 の責任を 顋う こと を視 野に 入れ、

固崔 は、 独立 した 専燃家に よる 調をの実施を 決定 し、 早悒、に 特ｊ ｌ」 報佶希を派遣 しな けれ ばなら

ない。

雖、上を 踏ま え、 下記専爆の実 現に つい て、 地方 自治 法第 ９９ 条の 規定 に基 づき 、国 会‾反び ミイ鼻

觝政庁へ意え 方を 提出 して 頂き ます よう 請願致し ます。



【請願事叛】

１． 国会 及び政府 は、 強制 収容 所・ 刑務 所に 莟范 に拘 束さ れて いる すべての 人を 直ち に釈放

する よう 中国政府に求 める こと。

２． 国会 及び政府 は、 この 人権侵害 を終 わら せる ため に有 効な 手毀をと るよ うｍ 連諸機関に

はた らき かけ るこ と。



中華人Ｒミ翫和順 新疆 ウイ グル 自治 区で の人権侵 害に 関し て、 披牡容者 の釈

放や人権侵害 を終 わら せる ため の有効な 手段 をと るよ う鴇崔嘉機開 へ働 きか

けを 求め る意 見書 （案）

新座 ウイ グル 自治 ［孟 で、 大規 模な 恣意 的≒ 留、 人権 伴兄 が中 日葹 犒に よっで

行われて いる こと を国際社会は 深く 憂慮 して いる。

中国 の新 座ウ イグ ル自 治区 のウ イグ ル人 やカ ザフ スタ ン人 など 、大 多数 がイ

スラ ム教 徒で ある 民族 の人 たち は、 国家 によ る大 ｔ投 獄、 拷氈 、迫 害を 受け、

強制 労働 を強 いら れて いる 。こ れは 人玉 に対 する 罪に 木目 当す る。

中国 は、 ２０ １７ 年ぷ 来、 ドＪ 自治 区の イス ラム 教徒 の宗 教、 ズイヒ、 言語 を消 滅さ

せる ため に手 段を 遊ば ない 対応 を取 って きた が、 今回 国際 アム ネス ティ が行っ

た多数の 元披拘禁者へ の聞 き取 りで 、当 犒の 常軌 を逸 し九 千口 があ らた めて浮

き彫 りに なっ た。

中ス は、 新座 ウイ グル 自治 区全 域に ケ界 でも 最も 精巧 とさ れる ｔ視 体制 を敷

き、 実態 はま 制収 容所 であ る回 天な 「再 教育 」を鼈群 を作 り上 げて いる 。施設

内で は、 組織 的に 虐待 や暴 力行 為が 行わ れ、 披牡容者 はあ らゆ る璢Ｘで 廠格 に管

理さ れ、 宗教 恆を 排は した 単一 の中 国人 目家 の考 え方 と共 産党 のミ 念を 徹訖蝪

に柚 え付 けら れて いる。

ウイ グル 人や カザ フス タン 人な どの イス ラム 系住 民は 、人 道に 対す る罪 にあ

たる 行為 や京 大な 人権 侵害 にさ らさ れ、 宗教 的・ 文化 的賜 一佐を失 う危 機的な

状況 に置 かれ てい る。

中国 政府 によ る、 イス ラム 教を 信仰 する 民族 を標 的と した 弾圧 は、 中国 国内

にと どま らず 、ケ界各 地に ‾反んで いる 。海 外で 暮ら すウ イグ ル人 やカ ザフ スタ

ン人 は、 各国 の中 ス大 使館 など から 個人 情報 のを 供を 求め られ 、脅 崔を 受けた

りし てい る。 彼ら は海 タト にい ても 身の 危険 を感 じ、 中ス に帰 国さ せら れる 不安

を常 に抱 えて いる。

中頭 は、 直ち に強 制収 容所 を解 体し 、強 制収 容所 ・刑 務所 で拘 禁さ れて いる

人た ちを 解放 し、 自治 区の イス ラム 教徒 への 伴兄をや める べき だ。

国際 社会 はｊ＝ぢ に声 を上 げ、 行勤 し、 イス ラム 教徒 に対 する 卑劣 極ま りな い中

国の 政策 を全 面的 に停 止さ せな けれ ばな らな い。 国際 法上 の罪 が疑 われ る葹局

者の 責任 をＭ うこ とを 視野 に入 れ、 国連 は、 独止 した 専黙 家に よる 跼ま の実施

を決 定し 、ち悒、に特 別報 告者 を派 遣し なけ れば なら ない。

よっ て、 国会Ｒび政府 にお いて は、 下記 事項 を実 現さ れる よう 要請する。



記

１。 国会 ‾ｋび政府は 、強制效容所 ・刑 務所 に不 肖に 拘束 され てい るす べて

の人 を直 ちに 釈放 する よう 中国 政府 に求 める こと。

２ 国会 ‾反び政府は 、こ の人 権侵 害を 終わ らせ るた めに 有効 な手 鐡を とる

よう 国連 諸機 関　 には たら きか ける こと。

谿上，鳧方自 治法 第９ ９条 の規 定に より 意見 書を 提范する。
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委員長 鈴 木 道 生 

 

 

閉会中の継続調査申出書（案）  

 

 

 本委員会は，所管事務のうち次の事件について，閉会中の継続調査を要するものと決定したの

で，会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

（１）企画行政について 

（２）行財政改革について 

（３）税務行政について 

（４）市民生活行政について 

 

 


